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２０１５年度賃金引き上げ等 
に関する申し入れ おこなう！！ 

   

 

Ｊ Ｒ東労組組合員（契約社員Ａを含む）の基準内賃金を   

２％（定昇を含まない）引き上げること 

 
契約社員Ｂ の基本日額を 

２％ 引き上げること 

 ６ ０ 歳以降の安定した雇用の確保と技術継承をおこなうために

６ ５ 歳定年制を実現すること 
 

 

 

 

 

 

 今後もさらなる競争が予測されるバス業界で、選ばれる企業へと発展す

るためには、ジェイアールバス関東で働く組合員一人ひとりの努力が正し

く評価されることが重要です。ＪＲバス関東本部は春のたたかいの賃金引

き上げ等の交渉を全組合員・家族と共に、職場からＪＲ春闘をつくりだす

べく申し入れをおこないました！ 

職場からの挑戦で１５春闘を創りだし 

          要求を勝ち取ろう！！ 


